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祇
園
祭
と
日
吉
祭

ー
室
町
時
代
の
延
暦
寺
に
よ
る
京
都
支
配
ー

下
坂

守

20220810
は
じ
め
に

祇
園
祭
（
祇
園
御
霊
会
、
祇
園
会
）

ご

り

ょ

う

え

大
宮

神
輿

六
角
形

烏
鳥
（
鳳
凰
）

う

ど

り

ほ
う
お
う

八
王
子

神
輿

四
角
形

葱
華
（
宝
珠
）

の
ち
八
角
形

そ

う

か

ほ
う
し
ゅ

少
将
井

神
輿

八
角
形

烏
鳥
（
鳳
凰
）

の
ち
四
角
形

・

神
幸
（
神
輿
迎
え
）

六
月
七
日
（
現
在
は
七
月
十
七
日
）

し
ん
こ
う

大
宮
・
八
王
子

大

政

所
御
旅
所
（
左
方
御
旅
所
）
へ

お
お
ま
ん
ど
こ
ろ

お

た

び

し

ょ

さ

か

た

少
将
井

少

将

井
御
旅
所
（
右
方
御
旅
所
）
へ

し
ょ
う
し
ょ
う
い

う

か

た

・

還
幸
（
祇
園
会
）

六
月
十
四
日
（
現
在
は
七
月
二
十
四
日
）

か
ん
こ
う

・

御
旅
所
の
位
置

お

た

び

し

ょ
（
天
正
以
前
）

大
政
所
御
旅
所
ー
高
辻
東
洞
院

少
将
井
御
旅
所
ー
冷
泉
東
洞
院

（
天
正
以
後
）

四
条
寺
町

北
御
旅
所
（
宮
守

津
田
・
藤
井
家
。
宮
仕

大
和
家
）

南
御
旅
所
（
宮
守

因
幡
堂
薬
王
院
）

「
山
鉾
」

疫
病
を
ひ
き
お
こ
す
疫
神
、
あ
る
い
は
を
遷

却
（
な
ぐ
さ
め
て
送
り
だ
す
）
す
る
た
め
に

え
き
し
ん

せ
ん
き
ゃ
く

造
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

「
風
流
拍
子
物
」

ふ
り
ゅ
う

は

や

し

も

の

・
「
神
霊
の
送
迎
、
な
か
で
も
疫
神
な
ど
災
い
の
遷
却
を
願
う
、
囃
し
と
い
う
行
為
か
ら
出
た
群
集

は
や

の
躍
り
」

・
「
芸
能
と
し
て
の
特
質
は
、
鞨
鼓
な
ど
の
打
ち
物
系
の
楽
器
を
踊
り
子
が
自
ら
打
ち
踊
り
、
そ
し

て
移
動
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
風
流
を
そ
の
特
色
」
と
す
る

・
「
風
流
拍
子
物
は
、
鉾
・
笠
鉾
・
作
り
山
や
仮
装
の
者
が
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
拍
子
に
囃
さ

れ
て
移
動
す
る
の
を
特
質
と
し
た
。
囃
さ
れ
る
作
り
物
は
神
霊
の
依
り
付
く
座
で
あ
り
、
神
霊

の
動
座
を
具
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
作
り
物
は
そ
の
度
ご
と
に
新
作
さ
れ
、

終
わ
れ
ば
破
却
さ
れ
た
」

（
河
内
将
芳
『
祇
園
祭
と
戦
国
京
都
』
（
角
川
書
店
）
よ
り
）

祇
園
会
は
「
町
衆
」
の
祭
り
か

・
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
頃

室
町
幕
府
の
開
闔
松
田
頼
亮
の
言
葉

か
い
こ
う

「
万
一
神
幸
無
御
座
候
共
、
山
鉾
「
可
渡
之
分
候
」

・
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
六
月

「
下
京
ノ
六
十
六
町
ノ
ク
ワ
チ
キ
ヤ
チ
共
」
の
言
葉

（

月

行

事

）

「
神
事
無
之
共
、
山
ホ
コ
渡
シ
」

（

鉾

）
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一
、
師
走
の
祇
園
祭
礼

ー
「
山
訴
」
に
よ
る
祭
礼
の
延
引
ー

１
〔
師
郷
記
〕
他

宝
徳
元
年(

文
安
六
年
、
一
四
四
九)

の
祇
園
会

も
ろ

さ
と

き

（
五
月
五
日
）
坂
本
の
小
五
月
会
延
引
す
。
山
訴
に
よ
る
な
り
〔
師
郷
記
〕
。

こ

さ

つ

き

え

さ
ん

そ

（
六
月
七
日
）
祇
園
祭
礼
な
し
。
山
訴
に
よ
る
な
り
。
風

流

こ
れ
な
し
。
驚
く
べ
き
な
り
〔
綱
光

ふ

り
ゅ
う

公
記
〕

（
八
日
）
祇
園
祭
延
引
な
り
。
延
暦
寺
の
訴
訟
い
ま
だ
落
居
せ
ず
。
よ
っ
て
山
門
よ
り
こ
の
祭

を
抑
留
す
。
先
日
こ
ろ
、
神
人
等
を
遣
わ
し
、
祇
園
神
輿
の
装
束
を
奪
い
取
り
、
山

門
に
帰
り
上
る
と
云
々
〔
康
富
記
〕

（
十
二
月
一
日
）
延
暦
寺
六
月
会
、
山
訴
に
よ
っ
て
今
に
延
引
す
。
今
日
よ
り
こ
れ
を
行
わ
る
。
こ
の
日
、

祇
園
神
輿
三
基
、
透
廊
に
出
し
給
う
。
来
た
る
七
日
、
御
輿
迎
え
あ
る
べ
し
。

す
き

ろ
う

十
四
日
、
祭
礼
あ
る
べ
き
の
故
な
り
と
云
々
。
去
る
六
月
の
祭
礼
、
日
吉
神
輿
動
座
・
山

門
閉
籠
事
等
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
寺
と
し
て
支
え
申
す
の
間
、
延
引
せ
し
め
お
わ

ん
ぬ
。
山
訴
に
お
い
て
は
、
近
日
落
居
す
と
云
々
〔
康
富
記
〕

（
七
日
）
今
日
、
祇
園
祭
礼
、
無
為
と
云
々
。
珍
重
〳
〵
、
こ
れ
山
訴
、
今
に
延
引
に
よ
る
な

り
。
風

流

等
例
の
如
し
〔
綱
光
公
記
〕

ふ

り
ゅ
う

（
十
二
日
）
こ
の
日
、
北
野
御
輿
迎
え
な
り
。
去
る
八
月
の
祭
礼
、
日
吉
の
神
訴
延
引
に
よ
る
な

り
。
山
門
の
訴
訟
落
居
の
間
、
今
日
こ
れ
を
行
わ
る
と
云
々
〔
康
富
記
〕

２
〔
師
郷
記
〕
他

享
徳
元
年(

一
四
五
二)

の
祇
園
会

（
四
月
二
十
一
日
）
今
日
日
吉
祭
、
去
年
よ
り
神
輿
、
中
堂
に
御
坐
し
、
山
訴
落
居
か
の
間
、
行
わ
る
べ

き
の
由
、
こ
れ
を
仰
せ
ら
る
。
よ
っ
て
六
位
外
記
・
史
・
諸
司
等
、
昼
以
後
参
向
之

げ

き

し

処
、
不
被
行
と
云
々
〔
師
郷
記
〕

（
五
月
五
日
）
小
五
月
会
延
引
〔
斉
藤
基
恒
日
記
〕

（
六
月
七
日
）
山
訴
に
よ
っ
て
祇
園
会
な
し
。
よ
っ
て
京
極
御
成
な
し
。
近
来
、
山
訴
閉
籠
衆
狼
籍

少
な
か
ら
ず
と
云
々
〔
蔭
凉
軒
日
録
〕

（
十
四
日
）
祇
園
御
霊
会
延
引
。
山
訴
休
ま
ざ
る
の
間
、
御
輿
具
足
、
山
門
よ
り
こ
れ
を
取
り
奉

る
の
故
と
云
々
〔
師
郷
記
〕

（
十
二
月
二
十
六
日
）
祭
礼
、
御
輿
迎
え
。（
中
略
）
去
年
よ
り
山
門
の
閉
籠
、
今
に
御
裁
許
延
引
す
と
云
々
。

（
中
略
）
当
年
十
二
月
十
八
日
節
分
也
、
節
分
以
後
祭
礼
の
初
例
な
り
〔
北
野
社
家

日
記
〕

（
二
十
八
日
）
今
日
、
祇
園
御
輿
迎
え
也
、
鉾
山
・
風
流
少
々
こ
れ
あ
り
と
云
々
〔
師
郷
記
〕

寛
正
四
年
癸
未
当
社
御
祭
礼
之
事
、
山
訴
に
よ
り
延
引
候
て
、
時
日
な
き
に
よ
り
、

大
晦
日
に
取
り
行
わ
れ
候
。
し
か
る
間
、
座
中
社
徳
無
足
仕
り
候
〔
祇
園
社
記
〕
「
祇

園
社
宮
仕
等
申
状
案
」
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二
、
祇
園
祭
の
歴
史

ー
平
安
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
ー

祇
園
祭貞

観
十
一
年
（
八
六
九
）
、
国
内
各
地
で
発
生
し
た
天
変
地
異
や
疫
病
の
流
行
を
受
け
、
全
国
の
平

安
を
祈
る
た
め
、
六
月
七
日
に
六
十
六
本
の
矛
を
立
て
、
十
四
日
に
神
泉
苑
へ
神
輿
が
送
ら
れ
た
。

Ⅰ

在
地
が
主
催
す
る
祭
礼
（
神
輿
渡
御
）
の
始
ま
り

と

ぎ

ょ

天
延
二
年
（
九
七
四
）
、
秦
助
正
が
神
託
に
よ
り
、
祇
園
社
の
神
を
毎
年
、
そ
の
「
居
宅
」
（
大
政

所
）
に
迎
え
る
。

（
勅
板
）

円
融
院
御
宇
天
延
二
年
五
月
下
旬
比
、
以
先
祖
助
正
居
宅
高
辻
東
洞
院
為
御
旅
所
可
有
神
幸
之
由
有
御

感
神
院
政
所

神
詫
之
上
、
後
園
有
堺
塚
蛛
糸
引
延
及
当
社
神
政
、
所
司
等
恠
之
尋
到
通
助
正
之
宅
畢
、
助
正
感
夢
去
七
ヶ
日
可

有
鎮
坐
之
由
所
司
等
経

奏
聞
之
處
、
以
助
正
為
神
主
、
以
居
宅
可
御
旅
所
之
由
、
致

宣
旨

①

秦
助
正
が
神
か
ら
受
け
た
託
宣
の
内
容
を
記
さ
ず
。

②

祇
園
社
の
縁
起
に
は
秦
助
正
は
一
切
見
え
ず
。

延
長
四
年
（
九
二
六
）
六
月
二
十
六
日
条

供
養
祗
園
天
神
堂
、
修
行
僧
建
立

承
平
五
年
（
九
三
五
）
六
月
十
三
日
太
政
官
符

天
神
、
婆
利
女
、
八
王
子

長
保
元
年
（
九
九
九
）
六
月
十
四
日
条

今
日
祇
園
天
神
会
也

秦
助
正
が
「
天
紳
」
を
「
牛
頭
天
王
」
に
お
き
か
え
る
か
。

在
地
の
祭
と
し
て
の
祇
園
会

少
将
井
の
成
立
過
程

Ⅱ

王
朝
国
家
に
よ
る
祇
園
会
の
保
護
と
統
制(

南
北
朝
時
代
以
前)

保
延
か
ら
保
元
（
一
一
三
五
～
五
九
）
以
降
、
馬
上
役
制
度
の
成
立
。
神
主
が
馬
上
役
を
差
定
す
る
。

大
政
所
の
神
主
（
秦
氏
）
と
少
将
井
の
神
主
が
祇
園
会
を
主
催
す
る

Ⅲ

室
町
幕
府
〔
世
俗
権
力
〕
に
よ
る
「
山
鉾
巡
行
」
の
開
始
と
延
暦
寺
〔
宗
教
権
力
〕
の
「
神
輿
渡
御
」

の
統
制

神
主
家
の
没
落
（
南
北
朝
時
代
末
～
）

応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
～
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）

両
勢
力
の
対
立

永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
～
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）

両
勢
力
の
協
力
と
対
立

・
山
鉾
巡
行
の
費
用

室
町
幕
府
が
京
都
の
町
々
（
在
地
）
に
賦
課

↓
「
在
地
神
役
制
」

・
神
輿
渡
御
の
費
用

延
暦
寺
が
京
都
の
日
吉
神
人
に
賦
課
（
馬
上
役
）
↓
「
馬
上
一
衆
制
」

応
仁
元
年
（
一
五
六
七
）
に
始
ま
る
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
と
も
に
破
綻

Ⅳ

明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
、
室
町
幕
府
に
よ
る
祇
園
会
の
再
興

・
山
鉾
巡
行
の
費
用

「
在
地
神
役
制
」
の
復
興

・
神
輿
渡
御
の
費
用

「
馬
上
一
衆
制
」
の
廃
絶

①
「
在
地
神
役
制
」
か
ら
の
転
用

②

祇
園
社
の
「
敷
地
」
へ
の
課
役

③
「
失
墜
料
」

Ⅴ

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
九
月
、
延
暦
寺
の
滅
亡

↓

江
戸
幕
府
に
よ
る
祇
園
会
へ
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三
、
室
町
幕
府
と
延
暦
寺
の
祇
園
会

ー
延
暦
寺
の
「
山
訴
」
と
大
樹
の
「
桟
敷
」
ー

３
〔
応
仁
略
記
〕

祇
園
・
北
野
の
両
神
は
本
社
山
王
権
現
の
御
代
官
と
て
、
王
城
守
護
の
二
神
、
な
ん
こ
と
な
き
次
第

と
も
な
り
。
年
中
の
行
役
陰
陽
和
合
心
識
の
神
、
も
と
は
此
両
神
に
帰
し
て
こ
そ
嘉
運
を
ま
し
、
宝

算
を
保
つ
な
れ
。
こ
と
に
祇
園
の
内
陣
に
は
日
々
の
再
拝
、
年
中
陰
陽
の
神
供
退
転
な
き
の
條
、
開

闢
よ
り
此
か
た
の
先
規
た
り
。

４
〔
後
愚
昧
記
〕
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
六
月

ご

ぐ

ま
い

き

七
日
、
今
日
祇
園
御
輿
迎
え
な
り
。
し
か
れ
ど
も
神
輿
造
替
以
前
の
間
、
そ
の
儀
な
し
。
（
中
略
）
今

日
下
辺
り
の
鉾
等
、
先
々
の
如
く
こ
れ
を
渡
す
。
将
軍
、
桟
敷
を
構
う
。
治
部
少
輔
高
秀
沙
汰
す

わ
た

ほ
こ

と
云
々
。
見
物
す
と
云
々

十
四
日
、
祇
園
会
の
鉾
等
、
下
辺
り
の
経
営
、
先
々
に
違
わ
ず
云
々
。
な
か
ん
ず
く
大
樹
、
桟
敷
を
三

わ
た

條
烏
丸
に
構
う
。
山
名
沙
汰
す
と
云
々
。
見
物
す
と
云
々

５
〔
神
木
御
動
座
度
々
大
乱
類
聚
〕
応
安
七
年

六
月
七
日
、
山
訴
に
よ
り
祇
園
会
こ
れ
な
し

６
〔
後
愚
昧
記
〕
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
六
月

七
日
、
今
日
祇
園
御
輿
迎
え
な
り
。
し
か
れ
ど
も
神
輿
造
替
い
ま
だ
道
行
か
ざ
る
の
間
、
神
輿
出
で
給

わ
ず
。

仍
如
此
、
下
辺
り
の
鉾
な
ら
び
に
造
物
山
、
先
々
の
ご
と
く
こ
れ
を
渡
す
。
大
樹
、
桟
敷
を
四
条

わ
た

東
洞
院
に
構
う
と
云
々
。
見
物
す
と
云
々

十
四
日
、
祇
園
会
、
神
輿
出
御
な
し
。
鉾
等
常
の
如
し
。
大
樹
ま
た
三
條
東
洞
院
に
お
い
て
見
物
す
。

ほ
こ

７
〔
後
愚
昧
記
〕
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
六
月

六
月
七
日
、
（
中
略
）
今
日
祇
園
御
輿
迎
え
な
り
。
し
か
れ
ど
も
山
門
神
輿
造
替
い
ま
だ
事
終
わ
ら
ざ

る
の
間
、
彼
の
社
・
祇
園
神
輿
同
じ
く
出
来
せ
ず
。
よ
っ
て
こ
の
間
、
年
々
御
輿
迎
え
な
し
。
今

年
又
同
前
な
り
。
し
か
れ
ど
も
鉾
に
お
い
て
は
結
構
な
り
。
大
樹
、
桟
敷
四
条
東

洞
院

を
構
え
こ
れ
を

ほ
こ

見
物
す
。
件
の
桟
敷
、
賀
州
守
護
富
樫
介
、
経
営
す
。
大
樹
こ
れ
を
命
ず
と
云
々
。
大
和
猿
楽
の

児
童
、
去
る
比
よ
り
大
樹
こ
れ
を
寵
愛
し
、
同
席
伝
器
す
。
か
く
の
如
き
散
楽
者
は
乞
食
の
所
行

な
り
。
し
か
る
に
賞
翫
近
仕
の
条
、
世
以
て
傾

寄

の
由
、
財
産
を
出
し
物
を
こ
の
児
に
与
う
る

（
奇
）

人
、
大
樹
の
所
存
に
叶
う
。
よ
っ
て
大
名
等
競
い
て
こ
れ
を
賞
賜
し
、

費

、
宮
方
に
及
ぶ
と
云

き
そ

つ
い
え

々
。
比

興

の
事
な
り
。

ひ

き
ょ
う

８
〔
迎
陽
記
〕
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
六
月

（
七
日
）
祇
園
会
な
り
。
神
輿
造
替
せ
ざ
る
の
間
、
神
幸
な
し
と
い
え
ど
も
、
洛
中
風
流
、
例
の
如
し
。

殊
に
今
年
は
結
構
と
云
々
。
大
樹
の
御
桟
敷
、
管
領
左
衛
門
佐
こ
れ
を
構
う
。
十
間
と
云
々
。

（
十
四
日
）
今
日
祇
園
会
な
り
。
大
樹
の
御
桟
敷
、
土
岐
大
膳
大
夫
入
道
善
忠
こ
れ
を
用
意
す
。

十
間
五
間
女
中
、
三
間
御

座
、
二
間
近
習
輩
、

又
二
間
近
習
幷
善
忠

若
党
等
也
、

准
后
御
出
あ
る
べ
き
の
由
、
内
々
こ
れ
を
申
さ
る
。

９
〔
吉
田
家
日
次
記
〕
応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）
六
月

ひ

な
み

き

六
月
七
日
、
己
未
、
晴
、
祇
園
御
輿
迎
え
な
り
。
風

流

な
し
。
北
山
殿
御
見
物
な
き
の
故
か
。

ふ

り
ゅ
う

十
四
日
、
丙
寅
、
晴
（
中
略
）
今
日
祇
園
会
例
の
如
し
。
又
桙
な
し
と
云
々
。

ほ
こ
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四
、
応
仁
の
乱
に
よ
る
中
絶

〔
祇
園
本
縁
雑
実
記
〕
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
九
月

祇
園
社
の
焼
亡

10

百
四
代
後
土
御
門
院
応
仁
元
年
六
月
八
日
、
京
大
焼
け
。
祭
礼
、
沙
汰
に
及
ば
ず
。
同
九
月
十
八
日
、

ご

つ

ち

み

か

ど

当
社
炎
上
す
。
こ
の
時
、
本
殿
・
拝
殿
・
門
々
・
末
社
迄

悉

ク
炎
上
シ
ケ
ル
。
神
躰
ヲ
林
中
ニ
遷

こ
と
ご
と

し
奉
テ
、
後
ニ
仮
屋
ヲ
作
テ
遷
し
奉
ル
。

〔
壬
生
家
文
書
〕
八

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
六
月
三
十
日
付
「
慶
秀
書
状
」

疫
病
流
行

11

さ
て
も
世
上
病
の
事
流
布
の
儀
、
真
実
々
々
耳
目
を
驚
か
し
候
。
今
に
休
ま
ざ
る
の
段
勿
論
、
祈

謝
の
事
、
殊
な
る
御
沙
汰
な
く
候
か
。

〔
暦
仁
以
来
年
代
記
〕
明
応
元
年
八
月

12

正
月
よ
り
八
月
に
至
り
、
疫
病
行
わ
る
。
人
多
く
死
す
。

〔
晴
富
宿
禰
記
〕
明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
六
月
十
四
日

13

祇
園
会
。
今
日
参
詣
す
。
男
女
、
上
の
辺
り
に
群
集
す
。
二
条
室
町
以
南
、
四
条
祇
園
に
至
り
、

寸
地
を
闕
か
さ
ず
［

］
来
、
か
く
の
如
き
の
群
集
見
及
ば
ず
。

〔
東
寺
過
去
帳
〕
（
東
大
写
本
）

14

諸
国
在
々
所
々
疫
病
・
死
亡
の
輩
、
数
千
人
。
明
応
九
春
こ
ろ
病
死
の
輩
也
。

〔
後
慈
眼
院
殿
御
記
〕
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
四
月
一
日

15

は
た
ま
た
世
間
に
疫
病
充
満
す
。
以
て
の
外
也
。

〔
後
慈
眼
院
殿
御
記
〕
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
六
月

16
廿
七
日
、
晴
。
あ
る
人
云
わ
く
。
中
京
の
辺
り
に
猿
五
六
疋
出
来
、
又
説
五
六

十
疋
云
々
、

家
々
に
至
り
以
て
の
外
、

狼
籍
す
。
こ
れ
去
年
七
月
神
輿
炎
上
に
よ
っ
て
日
吉
祭
礼
の
な
し
。
し
か
れ
ど
も
祇
苑
御
霊
あ
り
。

よ
っ
て
日
吉
之
御
忿
怒
の
故
、
こ
の
災
い
あ
り
と
云
々
。

廿
八
日
、
晴
。
か
の
猿
、
昨
日
よ
り
一
条
辺
り
へ
行
く
と
云
々
。
以
て
の
外
の
徴
な
り
。

〔
祇
園
社
記
〕
十
六

明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
五
月
十
八
日

17

祇
園
会
の
事
、
近
年
退
転
の
条
、
か
つ
は
神
慮
測
り
が
た
き
か
。
は
な
は
だ
然
る
べ
か
ら
ず
。
所

た
い
て
ん

は
か

詮
、
御
祈
祷
専
一
た
る
べ
く
候
間
、
当
年
に
お
い
て
は
、
ま
ず

榊

を
以
て
執
行
す
べ
き
の
旨
、
奉

さ
か
き

ほ
う

書
を
な
さ
れ
訖
ん
ぬ
。
そ
の
段
を
存
知
せ
し
め
、
時
日
を
移
さ
ず
、
氏
子
な
ら
び
に
諸
役
者
に
相

し
ょ

お
わ

触
れ
、
神
事
無
為
の
節
を
遂
げ
ら
る
べ
き
の
由
、
仰
せ
出
さ
れ
候
也
。
仍
て
執
達
件
の
如
し
。

明
応
九

（
飯
尾
）

五
月
十
八
日

清
房
判

元
行
判

当
社
執
行
御
房
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む
す
び

ー
明
応
九
年
の
祇
園
会
の
再
興
と
慶
応
元
年
の
祇
園
臨
時
祭
の
再
興
ー

〔
後
慈
眼
院
殿
御
記
〕
（
九
条
尚
経
の
日
記
）
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
六
月
七
日
条

ご

じ

げ

ん

い

ん

ど

の

ぎ

ょ

き

18

近
年
中
絶
せ
し
む
祇
園
御
霊
会
再
興
す
と
云
々
。
三
十
六
年
こ
れ
な
し
。
し
か
れ
ど
も
当
年
ま
た

こ
れ
あ
り
。

諸
家
、
桟
敷
を
構
う
。
万
人
市
を
な
す
と
云
々
。
お
の
お
の
見
物
の
輩
い
わ
く
、
前
年
の
風
流
の

さ

じ

き

ふ
り
ゅ
う

十
分
の
一
に
及
ば
ず
と
云
々
。

〔
実
隆
公
記
〕

天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
十
二
月

19
（
十
二
月
七
日
）
微
雪
、
晴
、
今
日
祇
園
御
霊
会
、
六
月
の
如
し
と
云
々
。

（
十
四
日
）
晴
、
祇
園
会
、
神
幸
の
時
分
、
雪
降
る
云
々
。

〔
祇
園
執
行
日
記
〕
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
六
月

20
「
神
事
無
之
共
、
山
ホ
コ
渡
シ
」
「
下
京
ノ
六
十
六
町
ノ
ク
ワ
チ
キ
ヤ
チ
共
」
の
言
葉

（

鉾

）

（

月

行

事

）

〔
日
本
紀
略
〕
天
延
三
年
（
九
七
五
）
六
月

21
十
五
日
、
丙
辰
、
公
家
今
年
よ
り
走
馬
幷
び
に
勅
楽
・

東

遊

・
御
幣
等
を
感
神
院
に
奉
ら
る
を
始
め

は
せ

う
ま

あ
づ
ま
あ
そ
び

ら
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
去
年
秋
の
疱
瘡
御
悩
に
よ
り
こ
の
御
願
あ
り
、
今
賽
せ
ら
る
也

ご

の
う

ご

が
ん

さ
い

〔
永

昌

記
〕
天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
六
月
十
五
日

え
い
し
ょ
う

き

22
六
月
十
五
日
、
庚
申
、
今
日
公
家
御
奉
幣
、
侍
従
中
納
言

杖

座
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
と
云
々
。
去

こ
う

か

ほ
う

へ
い

じ
ょ
う

ざ

年
御
宿
願
の
内
と
云
々
。

使

右
少
将
公
隆
、
近
衛
官
人
十
人
奉
仕
す
。
舞
人
・
陪
従
四
人

装
束

蔵
司
、

宣

つ
か
い

せ
ん

命

に
云
わ
く
、
思
し
召
す
所
あ
り
、
永
代
を
限
り
今
日
よ
り
礼
代
と
し
て
幣
帛
・
走
馬
・

東

遊

・

み
ょ
う

い
や

し
ろ

へ
い
は
く

は
せ

う
ま

あ
づ
ま
あ
そ
び

神
楽
等
を
調
備
し
給
う
と
い
へ
り
。
天
延
三
年
・
貞
観
年
中
に
こ
の
例
あ
り
と
云
々

か

ぐ

ら

〔
宝
寿
院
日
記
〕
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
六
月
十
八
日

23一
今
般
臨
時
祭
に
つ
き
、
轅
町
年
寄
・
五
人
組
へ
神
人
役
仰
せ
付
け
ら
れ
、
今
日
十
町
の
年
寄
罷
り
出
、

御
逢
い
に
て
御
社
よ
り
浄
衣
・
風
折
烏
帽
子
一
具
ツ
ヽ
下
さ
れ
御
渡
し
に
相
成
る

一
同

宿
禰
講
中
・
六
町
年
寄
、
〆
十
五
人
仕
丁
役
に
仰
せ
付
け
ら
れ
、
黄
衣
・
網
立
烏
帽
子
一
具
ツ
ヽ

御
渡
し
な
さ
れ
候

一
同

祇
園
町
々
役
、
同
助
役
之
者
、
〆
十
弐
人
神
事
触
役
、
境
内
御
案
内
に
つ
き
素
袍
・
烏
帽
子
下
さ

れ
候
事

右
、
そ
れ
ぞ
れ
御
逢
い
候
て
仰
せ
渡
さ
れ
る
。

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
九
月
、
織
田
信
長
に
よ
る
延
暦
寺
の
焼
き
討
ち

延
暦
寺
の
滅
亡

江
戸
時
代
の
祇
園
会

・
「
山
鉾
巡
行
」
山
鉾
町

費
用
ー
山
町
・
鉾
町
と
寄
町

・
「
神
輿
渡
御
」
今
宮
神
人
と
轅
町

費
用
ー
今
宮
神
人
と
轅
町

京
都
町
奉
行
所
所
属
の
四
座
雑
色
が
両
者
を
統
括
す
る
。

明
治
以
降
の
祇
園
会

・
寄
町
制
度
の
廃
絶

↓

京
都
の
町
中
が
費
用
を
負
担
す
る
体
制

・
「
祇
園
会
」
の
廃
止

↓

「
氏
子
祭
」
（
私
祭
）
と
し
て
執
行


